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特集法と心理学の可能性

虚偽事実の無意図的な共同生成と証言者の
年齢特性
－幼児と大人の語り合いはどうすれ違うか

山本登志哉＊

本研究では虚偽事実の無意図的な共同生成過程に証言者の発達段階がどのように関わるかを明らか

にする。ある出来事に関して、10名の幼稚園児を対象に大人の聴取者が繰り返し聞き取りを行い、さ

らにそのうちの7名は3年後にも二度の聞き取りを行った。幼稚園児は個別に聞き取りを受けており、

また聴取者も誘導尋問をしてはならないと言われていたにもかかわらず、その出来事に関する虚偽の

物語が無意図的にかつ一致して形成された。聞き取り場面に於ける談話の分析を通し、3年の間に子

どもの想起に対する態度が、自分が想起した内容と過去の事実との差に無頓着に見えるものから、両

者を明確に区別するものへと劇的に変化することが明らかになった。聴取者は想起に対する幼稚園児

の態度が自分たちとは全く異なることに気づかないまま彼らの談話に不適切な解釈を行い、意図せず

誤った方向にその想起を導いた。この結果は、幼児の証言が「存在論」に関する彼らの発達水準を反

映するものであることを示唆している。

ー幼児の証言､虚偽事実の無意図的共同生成､聞き取り、発達水準

1問題

子ども、！''でも幼児の証言能ﾉJをどう評価す

べきかという問題が、裁判の過程でしばしば重

要な争・点になっている。また、いわゆる知的障

害稀の証言についても、これとMじような事態

が成りﾙﾆっている。すなわち、彼らの証言の信

月l性を評価するひとつの資料として、知能指数、

あるいは発達指数が用いられる力罫、それらの指

数は「その人の能力が何歳程度の水準にある

か」を測定して定められるように、そこで問題

になっているポイントの一つは、彼が特に知的

能力の1iliで「どの程度子どもであるか」という

ことである。従って、ここでもIIIII理は「子ども

の証詩とは一体何か」ということになる。

lllll郎件を巡る裁判はその意味で典剛的な事

例の一つである。そこでは、逮抽時に於ける元

＊共愛学園前橋国際大学E-mail:HAEOO142@nifty

ne,Jp

ICZ法と心理第1巻第1リ；

被告の「I'IIT」の評価と共に、浄化榊で溺死し

た原|児を元被告が連れ出す現場を兄たという、

複数の知的障害児のⅡ鑿証言の評lliiがil'心的な

争点となった。一審の神戸地裁判決はそれを信

用しがたいものとし、無罪を言い波し、周知の

通りの粁余llll折を経ながら、3度の無罪判決を

積み重ねて半件発生から25年後の1999年に終了

した。この過程で検察が子どものll準証言を信

用できるものと主張した根拠は、(1)証言者は、

そのfⅡ的水準からして自分の経験をそのまま心

像として保持するのであり、従ってその意味づ

けによる変容がないこと、（2）「精神薄弱児」特

有のrILL防衛的傾向などから、ラポールをとり

ながら少しずつ丁寧に聞き出す必要があるが、

その条件を油たせば、経験そのままの心像を取

り{l'!すことが可能であること、(3)証言荷は、そ

の知的水準から言って、故意に体系的な虚偽の

証言を行うことができないこと、(4)証言は捜査

官による誘導なく、自発的に行われたこと、（5）

証言に多少の齪鮎があるにしても、複数の証言

肴が雨要な点で概ね一致する供述をしているこ



と、という点にまとめることができる（第一次

控訴審検察1.『控訴趣意井)。

記憶の問題に限定すれば、上のような検察の

主張は以下のような記1意観に支えられていると

言えるだろう。第一に、記'|意というのは基本的

に経験を心像としてそのまま頭の!|!にため込ん

でおくことであるとする兄方。脳内に|古l定され

た記憶を想定する実体主義的記'|意観といっても

良い。第二に、本人が混乱させられたり、故意

に誘導されたり、あるいは故意に'嘘をつくので

なければ、記'|意心像はそのままの形でⅡﾐしく取

り出せるものであるとする兄方。lV生の文脈か

ら独立した「純粋な」想起が可能であるとする、

非文脈的記憶観といっても良い。第三に、複数

の人間ｶざ独立に同一内容の記憶をIIj生する場合

には、それは客観的躯実に|封する記‘|意として認

められるとする見方。記'|患を個人内部の現象と

して捉える、個体主義的記憶観といっても良い。

この三つである。

事実|對係の評価は別として、このような記'|意

と証言を巡る認識は、それ自体としては特に常

識を著しくはずれたものではない。むしろ私た

ちが記'|意とその再生について、ごく杵j血に持っ

ている認識を素直に表現したものと言える。し

かも、そのような検察のナイーブな「記憶理

論」が形成されていく過程には、何人かの心理

学者が鑑定人などとして関与しており、部分的

にはそのような専門家の記'|意観もそこには反映

されている。したがってこの問題は心理学とい

う領域に対しても、記憶と再生、そして語りと

いう現象を考える|をで、樅めて電要なllll浬を提

起しているのである。その意味で、甲lll事件の

問題は、単に個別の事例に於ける検察の偶然的

な誤りというに留まらず、記憶と証言に関わる、

法と心理双方に普遍的な論点を提供していると

言っていい。

心理学的に兄ると、上記の記|意観については

次のような論点が生ずる。第一に、甲lll事件の

検察も部分的に承認するように、記'|意はそれを

覚え、保持し、思いlllすすべての段階で元々の

事態からの変容を起こす。そのことI'I体は心理

学においてすでに常識に届すると言ってよい

（厳島,200())。問題はそのような変奔がどの範

岡でどのように生ずるかである。検察は証言荷

の知的水準が低い場合はあたかもそういった変

容からrllllであるかのように主張するが、いく

つかの実験により誤った記憶を想起する危険性

は場合によって幼児で耕しいことがIりlらかであ

る（尚岡,1999)。さらには変容の如何を|H1わず、

記憶の本体を心像といった実体としてイメージ

する兄方を否定する有力な議論もある（佐々木，

1991;商木,1998など)。

第二に、記憶＝心像という記憶観の否定に関

連し、記‘|意内容をあくまでその想起の文脈のIII

で理解し、分析する議論が進んでいる（例えば

佐々木,1996)。当然この恕起に|剰わる文脈とし

て他君の存在、会話というものは極めて重要な

ものとなり、誰からどのように聞かれたかによ

って、想起の内容が変化することが様々な実験

で確かめられている（商|耐1,1999)。検察はこの

点で、証言する子どもを混乱させることなく、

ラポールの取れたゆったりした雰|川気でじっく

り聞きll'!せば、記'|意を歪めるそのような要l大lを

取')除けると主張するが、事態はそのように単

純ではない。たとえばカウンセリングのように

受容的な関わりの1'1で、幼児期に関する虚偽の

記‘|意がIIj/|皇されてしまうこと(Kotre,J.N.1996)

にもIﾘ}らかなように、そのような関係『|体もあ

るバイアスとして珊解すべきである。

第三に、複数の証言がたとえ大筋で一致し、

しかも聴取稀の側の故意の誘導が一切なかった

としても、それ力ご誤ったものとなる事態が現実

に起こる。すなわち虚偽事実の無意|叉|的な共|前1

生成である。このことは、甲山半件の状況を参

考にしながら構成された、出来報の共同想起に

関する実験によっても実証された(ll｣本・商

岡・齋藤・脇'l1,1997、脇中・齋職・商|前1・山本，

1997)。本稿はこの第三のIM1題を出発点として、

第二の|川越に旦って議論を展開し、l振偽事実の

無意|叉|的共同生成う°ロセスに当半折の年齢的な

要凶がどう絡むかを発達心理学的観点から検討

する。

Ⅱ1本ら(1997)の実験で明らかになったこと

は次のようなことであった。ある出来事を幼椛

原|児が集|､jlで体験し、その出来旦|fについては概

略しか知らない聴取者役の大学《|皇たちに、｜裳|児

lll4x:虚偽'|f実の雌意似|的な典liilﾉ|戒と証言荷･の年齢特性Io3



に対して繰り返し聴取をしてもらう。聴取満た

ちに対しては、「事実を明らかにするように」

という’|標を設定し、「誘導などを行わないよ

うに」という注意を与えていたにもかかわらず、

雌終的に報杵された「できごと」は実際とはか

なり異なるものとなった。11でも、｜藁|児に対し

ては佃々M'l々に聴取を行っているにもかかわら

ず、彼らがある時点から事実と異なり、しかも

お互いに全く一致する証言を一斉にし姑めたと

いう斗峡は驚くべきものであった。当然、聴取

荷は子どもたちによって独立にかつ矛盾なく一

致して報杵された「虚偽」の事実を、確信を持

って報f!rしている。「誰もI嘘をつこうとせず、

だれもI嘘を言わせようともせず、ただ事実を明

らかにしようとして、結果として共1両l的に

<IMf>が生成され、客観的な事実として確定し

た」のである。

lll本ら(lll本ほか,1997、脇II'ほか,1997)の分

析によれば、そのような「虚偽事実の無意|叉|的

な共Inl/|言成」は、概ね次のように行われている。

すなわち、聴取者がある思いこみをもってイ･ど

もに側lllを繰り返した。その思いこみの枠組み

に引きずられて子どもが間に答えている内に、

いつもの稗慣化した出来事の記'|意が紛れ込んで

しまい、あたかもそのHにも生じたかのように

安定した虚偽の物語を構成したのである。この

ような異なるHの出来事が紛れ込むというプロ

セスは、llllll事件でも生じた可能性が高く、98

年の神戸地裁差し戻し審判決他も、概ねこの解

釈を採illしている。これらの事実は、「虚偽事

実の無意|叉|的な共同生成」という現象力:、単な

る偶然の砿み重ねを越えた、ある安定したシス

テムによって成立することを窺わせている。

ここで二つのことが問題になる。一つはそも

そもそのような「虚偽事実の無意図的共|両l生

成」現象を生み出す安定したシステムとは何な

のかということであり、もうひとつはそのよう

なシステムが作動してしまう条件の中に、語り

手の年齢的要|犬|といった発達的な問題が絡むの

かどうかということである。前荷について、lll

本ら（|||本ほか,1997、脇中ほか,1997)はスクリ

プトなどｲl,'il々人の情報処瑚システムが持ってい

る一般的な性格が、集団的な情報交換過程のII!
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でどのように作動し、個体の論理を越えて「虚

偽蛎実」を無意図的に共同生成したかという角

度から検討を試みている。そして本稿が検討す

るのは、後肴の|川題である。

以卜．にもその一端を見るように、一方で、体

験についての幼児の語りは、非常に暖昧な、｜析

片的な表現をとる場合が多く、しかもその発言

内奔は人人のllから見たときに、しばしば杵し

く矛哺したものとなる。「虚偽事実の無意IXl的

な共liil生成」う°ロセスのII!で、そのような幼児

の語りの特徴が、大人を混乱させ、事実の確認

と確定にあたって、何らかのマイナス要|刈とな

っていることは否定し力ぐたい。だが他方で、こ

れも経験的によく知られるように、たとえ語り

手が大人の場合でもそのような不正確な語りや

矛盾した語り、著しくは全く根拠もなく断言的

に行われる作話的な語りなどがしばしば繰り返

され、誤った事実を流布させる原|大lとなってい

る。だとすれば、この現象に関する幼児と大人

の雄は、蝋にそのような語りの不碓確さの刑Iり

な雄や、あるいは語り手の個性に、その原|大|を

求められる可能性もあるだろう。実践的なIIIM

としては、幼児に対して事実関係を聞き取る場

合、その注意力や記憶力などの量的な限界に配

慮すれば済むのか、それともそのような量的な

差を超えた質的な差に留意する必要があるのか

という問題がそこに存在する。

本研究が検討の対象とするのは、まさにこの

問題である。以下、山本ら(lll本ほか,1997、脇

『'!ほか,1997)の実験で得られた、聴取場Iniにお

ける聴取荷と被聴取者である幼児の会話、聴取

若会議における聴取者|司士の会話、そしてさら

に今l''l新たに実験から3年を経て小学生となっ

た一部の被聴取者に対して再び行われた聴取時

の会話をデータとし、彼らの語り口の作|人差と

年齢によるその変化を分析していく。それらの

作業を通し、聴取者と被聴取者の間に、明瞭に

はそれと気付かれることなく存在していた深刻

なディスコミュニケーションの構造を、発達心

瑚学的視点から解明することが本稿のll的であ

る。



Tablel．実験の経過

ステップ

プレエピソード

エピソード

実施時期

6月24日～2811

7月1日

聴取・聴取者会議7月6日～10月28日

2方法

2.1分析対象者

被聴取荷：奈良市内N幼稚|竜|年憂児男女各

5名（聴取開始時年齢5歳4ヶⅡ～6歳2ヶ月、

､l2均5歳9ヶ川)、およびその10名のII!から、奈

良市内N小学校に入学した小学3年ﾉt女児4

名兜児3名（聴取開始時年齢9歳0ヶ))～9歳8

ケ)1，平均9歳4ケ月)。

聴取料：幼稚園児に対して心珊学を専攻する

2Inl生女子6名、および小学生に対して発達心

理学・臨床心理学及び認知心理学を専攻する研

究者と大学院生、男女各3名。なお、小学3年

生時における聴取は幼稚|裳|時の聴取荷とは異な

る。

2.2実施時期

プレｴピｿｰ:1996年6}12411から28日｡

出来事の発生：1996年7HIH･

幼稚|震1時聴取：同年7)16uから夏休みを挟

み10月2511までに5Inl．

聴取茜会議：聴取開姑前にlli'lの聴取者打ち

合わせの後、各回の聴取終了後、及び夏休み終

了後の第31口|聴取前に計611il｡(Tablel)

小学校時聴取:2000年3)1611から4H17n

までに21''l。

2.3手続き

出来事の経験：う°レエピソードとして実験者

の一人が「折り紙お姉さん」の役で一週間、朝

内容

タカちゃんが朝から登園して園児と遊ぶ（5回）

先生に呼ばれて1()人の園児が研究準備室へ。

ゴウくんを紹介されて一緒に遊ぶ。

ビデオを見ている間にゴウくんがいなくなる。

自分たちの部屋に帰って日常生活に戻る。

ゴウくんが見つかったという報告を受ける。

タカちゃんが現れていつものように一緒に遊ぶ。

帰宅する。

聴取5回、聴取前会議2回、聴取後会議5回。

から登|強|し、年長児と遊ぶ。それとは異なる｜｜

に、｜鴬|の先牝が年長児の内10名を別室に呼び、

初対血の3歳児と遊ばせる力罫、みんなでビデオ

を兄ている内に3歳児が居なくなる。｜割児達は

部屋に戻った後で|鳶|の先生から、その子が兄つ

かったという報告を受ける。「折り紙お姉さん」

は子どもが部屋に戻ってから登場。

幼稚|裳|での聴取と聴取会議：聴取者が二人一

組になり、被聴取者を|判内の別々の部屋に呼ん

で出来斗舞'111の状況を聴取し、オーディオテー

プに記録（一部ビデオ撮影あり)。一人-|nll5分

前後。聴取に際して聴取者は以下のような教示

を受けている。聴取の目的は「園児にある出来

事を体験させた後、その出来事についてできる

限り詳しく、かつ正しく再生させるようにくり

返し聞き取りをおこなう」ことであり、聴取者

に説明されたその出来事とは「一週間ぐらい前

に、．．ウ科が幼稚|鴬|に来ました。そして、10人

ぐらいの|鴬|児と一緒に遊んだ後に、ビデオをみ

んなで兄ました。ビデオを見ている途II!に、．ﾞ

ウ君がいなくなりました。つれていったのはタ

カちゃんでした。タカちゃんはゴウくんにプレ

ゼントをしました」である。ただし、う°レゼン

トのシーンのみは園児は誰も体験していない。

またゴウ君を実際に連れだしたのは元|司長であ

り、タカチャンだったという情報は実験者によ

って操作された虚偽の情報である(1)。聴取時に

子どもの1明皇を援助する場合の留意点は、①服

解を与えない。②他の子どもから出た情報につ

いては、21''l目以降、ヒントとしてノノえてもよ

い（例示として、オーフ°ンクエスチョンに始まり、
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稗えられない場合に「例えば○○ではなかったか

な？」など)。③その他、実験肴が指示した情

報をヒントとして与えてもよい（実|察は与えら

れなかった)。被聴取肴に対しては聴取者から

「ゴウくんがいなくなったときに、う°レゼント

をもらった（写真提示)。元|裳|量がプレゼント

してくれた人にお礼を言いたいが誰がくれたか

分からない。その時のことで知っていることが

あれば教えて欲しい」という趣旨の場面設定を

行う。各llllの聴取後に、各糸||の聴取内容に関し

て情報交換し、明らかになった点、さらに解明

すべき点を|ﾘl確にする川I<jで聴取荷会議を開き、

次l'il聴取方針を確定。実験行のうち1名、ない

し2福力ざ議論を録音する。議論の内容に対して

実験者は子どもの着座位満をめぐって議論が混

乱した際に論点を整理した例や「折り紙お姉さ

ん」について、その絵を詳いてもらうことなど

を除き、原則として不関-lj･の姿勢を保った。ま

た聴取肴からの実験に|對する質IIIIにも、「折り

紙お姉さんは本当にビデオの部屋に来たのか」

という質問に対して肯定的に答えた例を除き、

基本的にII11答を行わない姿勢を保った。5Inlの

聴取終了後に報告書を作成（さらに詳細な内容

はlll本ら(ll｣本ほか,1997)を参照されたい)。

|煮|児に対する質IIMの仕方は、予め礎lliの内容や

衣呪、｜|頂序を厳密に決めて手続き辿りに行うの

ではなく、や')取りの!|!でそれらをI'l由に変え

ていく自IIIIAi接法による。

小学校での聴取：聴取荷一人が被聴取者を学

校内の部屋にｲlHl別に呼んで、苦のことをどんな

風に覚えているかを知りたいので協ﾉJして欲し

いという'_|的を設定し、幼稚|鴬|時の出来事につ

いて聴取。オーディオテープ°及びビデオテープ

に採録。一人-Inl30分程度。聞き方は予め聞き

取る内容とIII!序を決めておき、会話の流れであ

る程度それを柔軟に変化さたり、閲lll内容をll

(1)聴取者役の学生に対して事実と異なる情報を与えたことの

意味は、誤った思いこみが聴取に与える影響を調べるためであ

り、本実験にとって重要な操作であったが、虚偽の事実を伝え

たことについて倫理的な問題が発生する。この点について、実

験終了後に協力してくれた学生に対して事実を伝えると共に謝

罪を行い、その承認の下にその後の分析や結果の発表を行っ

た。
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的に応じて通揃付加しつつ行う半構造化面接法

による。なお、各I童l児については、この実験と

は別に園が実施した鈴木ビネーテストの測定仙

を、参考までに各う°ロトコールに衣記された被

聴取荷属性欄に掲救する。

3結果と考察

以一ド、事実を確定するための聴取肴と被聴取

名･のやりとりをI|'心に、幼稚|竜l年長児の語りll

の一般的な特徴、幼稚|裳|年長児の語りI1の他|人

差、小学校3年時の語|)llの特徴と年長児の時

点からの変化、という点について、典型事例を

旅しつつ順次分析を行い、それらの語り口の構

造的特徴とその発達的な変化を明らかにする。

続いてそれらの語I)llに対する聴取者の受けlla

めﾉﾉの特徴をIﾘlらかにし、そこに見いだされる

-]'･どもと大人の構造的なディスコミュニケーシ

ョンと「虚偽小実の無意IX|的な共|両性成」現象

との関連を考察する。

3.1事実確認に関わる年長児の語り口の特徴

実験の中で、聴取者は出来事当Hの流れを確

認すべ〈、誰がいつ、何l'il幼稚園に来たかとい

うことを子どもたちに繰り返して聞いている。

以ﾄﾞはその例の一つである。なお、ゴウ〈んは

I（なくなった3歳児の名前。タカちゃんは「折

I)紙お姉さん」役の実験荷で、実験肴の操作に

よ'）、ゴウくんを連れll'!した人物として聴取折

に即解されている。

〈プロトコール1>(Bli,IQ値=lll:5歳ll

lril時、第-IIil聴取。聴取荷T)

147T:このll以外（ゴウくんに）会った？一

緒に遊んだll以外。他の｢Iは米た？他

のIIにも遊びに米たりした？

148B:う－ん、．・ウくんはな、一IIIIしか来てな

い。

149T:タカちゃんは？

150B:タカちゃん？タカちゃんは一lillだけ。

．、ウ〈んが一l'ilしか来ていないのは事実であ

る。しかしタカちゃんはll'!来事当日を含め61']|



1'-どもたちの前に現れ、一緒に遊んでいる。B

洲も例外ではない。聴取肴たちはなぜか:'1初か

らタカちゃんも幼稚|鳶|に行ったのは一|口|だけで

あると思いこんでいた。その結果、タカちゃん

が沖段、朝から来ていたという意味で語られた

と解釈される子どもの証言が、ll'!来事当llの話

と解釈されてしまい、虚偽蛎実の一つを構成す

る結果になった。その意味で重要な会話の一つ

であるが、兇て分かる通り、聴取荷の間(149)

は誘導的要素の強いクローズドクエスチョン

（｢一IIII米たの？」など）ではなく、手がかりを

jj.えないオープンクエスチョンでI'llllに涛えさ

せている。その結果、自発的な「'唯」が発生し、

聴取者の思いこみは修正されることなく確認、

強化された。B君については二Inlllにもlnl様の

やりとりがあ')、また他の子どもたちも、A

ｬのように当初タカちゃんが複数l'il来たことを

ll愛昧な形で表現する子どももあったが、誰も聴

取荷の思いこみに気づいてはっきりとそれを行

定・修正することがないままに、結果的に聴取

稀の思いこみの枠にはまりこんでいった。

次のA洲の発言は、他のi－からそれを支え

る証言が得られないまま、聴取若の報告ill:には

採I11されなかったものである。ビデオの途'|!で

タカちゃんがゴウくんを連れだしたという場面

を確認するために、聴取者がタカちゃんの位置

を確かめようとしている。

〈プロトコール2>(A"､IQ1III=152:6歳4

ヶl111寺、第ﾊⅢ聴取。聴取名･T)

629T:タカちゃん誰と一緒にビデオみてたの？

じゃあ。

630A:うんとね、みんなで兇てた。みんなで見

た。

631T:兄た？誰のお隣に駆っていたのかな？

近くに座っていたのかな？A君は近く

だった？

632A:う－んとね、立ってた。

633T:立ってた？

634A:うん。

635T:ふ－ん、じゃあ仏i<っていないんだ。

636A:そいでね、ドアのところくらい、ドアの

どこかに立って兄てた°

他の子どもたちの多くが、ビデオの時間にタ

カちゃんは別の部犀に居たという、これも邪災

に反するiﾐ雌を一致して1丁っているII!、A満

は第|几ll'illlの聴取時にタカちゃんが''1分たちと

ずっと一締にビデオを兄ていたと述べた

（507～520)。そしてそれに引き続くこの第五

|nlllでは、636に兄られるように、その具体的

状況の捕写もｲ了っている。しかしながらタカち

ゃんはこのll#点ではまだ管理棟に隠れており、

ｲ･どもたちの前に姿を現していない。また過去

にその部屋でAと過ごしたことや他の部屋で

ビデオを一締に兇たことも一度もなく、完全に

A刑の作話である｢，

ここで挙げられた二つの事例に含まれる「思

い違い」や「'嘘」は、特に劇的で特異なもので

はなく、今l'11の聴取場面でいくらでも兄いだせ

るような、ごく一般的な現象であった。もちろ

ん、以下に兄るように、子どもによってもその

ような「'W,い違い」や「嘘」が非常にH立つ子

どもと、比i絞的'|輿亜かつ正確に答えている-r･ど

もの差はある。次に、まず誤l)のII立つJちゃ

んの例を取り上げて、その特徴を兄てみる。

Jちゃんの語りの特徴としてまず1位つこと

は、聴取打･の|111に対して「知らない」「わから

ない」「忘れた」などの拒否的な答えが少ない

ということである。547回のやりとりが行われ

ている中で、拒否的な答えは3％以下に留ま')、

しかもその大部分は第一回Hの聴取に集中して

いる。従って21nllI以降は事実_上ほとんどすべ

てのlll1に、枝極的に容えていることになる。そ

の結采、不旧i雁な謡り、誤った語り、揺れ鋤〈

矛応した詔り、そして作話が連続するという結

果になっている(2)。次はそのようなJちゃんと

聴取者の|川の、誤解を含みつつ揺れ動く会話パ

ターンをよく示す例の一つである。会話の焦点

は、．．ウくんが居なくなった後、子どもたちが

自分たちの部屋に戻り、そのあと、ゴウ<んが

見つかってもう一度子どもたちの前に現れたか

(2)甲山事件でも、弁護団の反対尋問に対して園児の「わから

ない」等の拒絶的応答が多く見られたが、この場合は単純なコ

ミュニケーション拒否であり、逆に検察の尋問にはかなりスムー

ズに答えている点で本研究と通ずる。
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どうかである。この時点までに、複数の一子ども

がゴウくん力苛居なくなった後にもう一度f･ども

の前に現れたとも解釈されうる発言をしており、

Jちゃんも第二l凹I聴取(199～2()5)において、

そうとも取れる発言をしている。なお、「おじ

ちゃん」は、状況をビデオ撮影していた実験者

の一人を指す。

〈プロトコール3>(Jちやん、IQM=143:5歳

4ケ月ll寺、第三Iml聴取。聴取者T)

235T:(ゴウくんは）いつ戻ってきた？おや

つ食べてるとき？

236J:ううん。うんそう。ええ、牛乳…緑青不

良…

237T:牛乳？牛乳飲んでるとき？

238J:うん。

239T:牛乳飲んでるときにﾘ市ってきた？

240J:うん。

241T:へえ。それからなんかしゃべってた？

ごう〈ん、そん時？

242J:いなかったからしゃべってなかった。

243T:ふ－ん。ごう〈んいなくなってから、も

う一同帰ってきたの？

244J:うん。

245T:何か持ってた？その時、このう。レゼン

トとか。

246J:持ってない。

247T:持ってなかった？おじちゃんと一緒に

いた？その時は。

248J:いてなかった。

249T:一人でいた？ごう〈ん。

250J:うん。

聴取荷はゴウくんが本当にJちゃんのllの前

に再び現れたかどうかを確認しようとして、彼

がいつ現れ、どのような様子であったかを繰り

返し等ねている。これに対してJちゃんの答え

は、他I々の問に対しては比較的Iﾘl確に答えなが

ら、全体としてはもうひとつ意味が掴みにくい

「言語lﾘl暗意味不明」な応答になっている。し

かしながら注意深く読むと、その意味不明さは

このililj巻の会話の中に発生した敢要な誤解によ

るものである可能性ｶ寸見えてくる。その誤解と

は、Jちゃんは初め「ゴウくんが戻ってきた」

という言葉で「ゴウ〈んが見つかったと先生が

Io8法と心哩第1巻第1号

報告した」という撫実を述べたつもりなのに対

し、聴取荷が「実際にJちゃんの日の前に．．ウ

〈んが現れた」と即解した可能性である。Jち

ゃんの本来の発言意|叉|がそうであったことは、

ゴウ〈んの様子を尋ねられて「いなかったから

しゃべってなかった｡」（242）と答えていると

ころからも十分推測できる。だからこそ、その

言葉の意味を測りかねた聴取肴は、そのような

誤解の可能性に十分気付かないまでも、「もう

-l'il帰ってきたの？」と再確認している。だが

以降の会話は、完全に再び目の前に現れたこと

を前提としたやりとりに戻り、Jちゃんも灸〈

抵抗せずにその流れに沿って答えている。

もちろん、ここで問題にしたいのは、たまた

まこの会話において、偶然に生じた誤解につい

てではない。Jちゃんに限らず、そのような誤

解の可能性を強く推定させるやりとりを我々は

比較的頻繁に見いだすことができるが（例えば

前述のように「タカちゃんが普段朝から米ていた」

という趣旨と思われる発言を「そのHの朝」と聴

取者が解釈するなど)、一般にそのような誤解を

生じやすくしている詔り口の特徴がなにかとい

うことであり、その特徴がなぜ誤解を生み出す

かということである。そのことを明らかにする

ために、次にE君の語りuを示し、Jちゃんと

の対比の!|!で各々の特徴を分析していくことに

する。

E君については聴取者が次のような印象を語

っている。「(E科は）すごい言動がしっかりし

てるん。しかも大きいねん｡」(Ku:第-IIil聴取

後会議）この発言にも兄られるように、事実関

係と照らし合わせたとき、彼の発言には誤りが

少なく、作話といわざるを得ないような発言が

全くない。次に彼の語りの特徴をよく表す典型

的フ･ロトコールを示す。

〈プロトコール4>(E君、IQid=137:6歳3

ヶ月時、鋪二l''l聴取。聰取者M)

71M:ゴウ〈ん雌初、誰と来た？

72E:-7)の人二人と。

73M:どんなり)の人？

74E:忘れた。でも1'll子をかぶっている人が一

人か…録卉不良…ってことは覚えている。



……中略……

120M:E男君が蚊初にいないって言ったって、

他の子が言ってたんだけど、それは本

当？

121E:わかんない。自分の（は？）、よく見て

ませんでしたので。だってその（ビデオ

が終わる）前（にはゴウ〈んが川ていっ

たことに）気付かなかったんだもん。

Jちゃんと異なり、聴取者の間に対して、

「忘れた」「わかんない」など、扣否的な応答

が多いことにまず気付く。全体で467回のや|）

と|)がある中で、そのような拒否的な発話を含

むものは821n1で、やりとり中のE君の発話回

数の約35％を占め、3％にすぎないJちゃんと

箸しい対比をなしている。そのような拒否的発

言の一部は、答えるのｶダ而倒になって早く会話

を終わらせたいからと推測されるものを含むが、

しかし、質問に「忘れた」を繰り返した後に、

1呼び知っていることについては尋ねられるとし

っかり答え始める例が多く、この矩否的反応傾

向は、E君が不真Ⅲi目な対応をした結果という

解釈では十分理解できない。むしろ、答えるの

が面倒という気持ちをベースに持ちながら、自

分の記憶に照らして少しでも暖昧な質問に対し

てはすぐに「忘れた」と抓否し、それ以外は答

える傾向と解釈するのが妥当であろう。

E君の応答がその内雰において決して不真面

llなものでないことは、上記のう。ロトコール4

でも明らかである。74において、ゴウくんがど

んな男の人と来たかを尋ねられ、E君は敢初に

「忘れた」と言った後、I'|分の記憶範州をしっ

かり限定して相手の問に答えている。また121

においてはなぜ内分がはっきりと分からないか

ということについて、相手にその理由を説明し

ようとしている。Inlじ第二何聴取時の「(ビデ

オ時の他児の着座位置は）忘れた。周り全部見

てないもん」（239）という発言も、さらにはゴ

ウ〈んのビデオ鑑賞時の着応位置を答えた後で、

聴取者の誤った理解を訂派すべ〈、「テレビを

兄やすいようにゴウくんを真ん中の位涜に座ら

せ、彼の前の席は空けておいた」という事実通

りの理IIIを付けて笄えている(l,il:251)のも、

同様の質を持った語りIIである。

これらの例に兄て取れるように、F1分の記|意

には限界があり、発言はI'l分の記憶を補強する

珊由に配慮しつつ‘|輿重にすべきだという意識さ

えE君には見て取れる。彼のI'l分の記憶に対

するこのようなメタ的な認識は、第-l''l聴取時

の次のような興味深い発言にもよく現れている。

「(ゴウぐんと一緒に来た人はどんな人か）目に

写ってるけど忘れたな」(2》。他の様々な語り|1

と同様、この発言にも、現に自分の意識に立ち

現れているものについて、それを一歩引いたと

ころから評価する姿勢が兄て取れるのである。

このような、I'IL』の記憶内容に対するメタ的

な意識と共に、E科の語り口に現れるもう一つ

の重要な性格は、ホⅡ手の誤解に対する敏感さで

ある。

〈プロトコール5>(E":6歳6ヶ月時、第三

I'il聴取。聴取者F)

286F:E男君はゴウくんが出て行くところを兄

たの？

287E:ん、見てない。いなくなったところは兄

た。

288F:あ、いなくなったところを見たのか。

289E:いなかったところだけど。

290F:あ、いなかったところか。

う。ロトコール4にも語られているように

(120)、「ビデオ時にゴウ〈んの出ていくとこ

ろを見たのはE刑」という証言が、他の複数

の子どもたちから得られていた。実際はEイ↑

はゴウくんが居なくなったことを、彼が居なく

なった後に気付き、そのことをみんなに告げた

のである。その事実を知らない聴取者は、子ど

もたちの誤った証言に基づいて、E君に対して

その時の状況を繰り返し聞こうとしている。こ

れに対してE君は繰り返しそれを否定しつつ、

正確に状況を伝える努ﾉJも見せている。それ力寸

「いなくなったところは見た」（287）という発

言で、「(いなくなるところではなく）いなくなっ

た後の状況（空の椅子）を見た」ということを

表現しようとしていると考えられる。これに対

し、続く288で聴取者はE君の言葉をそのまま
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反復している。ことばづらで言えば、これはE

刑のi皇張を11三確に聴取者が受け取ったことを意

味している。ところがここでEイヤは「いなか

ったところだけど」という形で'1発的に発言の

訂正を行った。すなわち、「いなくなったとこ

ろ」というIr1分の言い方が、「いなくなった後」

というド1分の意図した内奔と共に、「いなくな

るところ」という解釈が二雨に成')立つこと、

そしてｷ||手がそのような異なる解釈を行う可能

性があることに気付き、そのことの修llﾐの必要

までを感じたのである。

以｣2の,IDI,(を指摘した上で、Jちゃんの謡りII

とE科のそれを比較しつつ、論ﾉoI､(を繋瑚しよ

う。そこには事実の確認を巡る謡りについての、

対極的とも言える二つの異なる姿勢を兄いだす

ことができる。

Jちゃんを典型として、多くの-j'･どもたちに

比較的共通して見いだされるのは、他行の問い

に対して、その問から思いついたこと、すなわ

ちI'|分の意識にのぼってきたことを、特に吟味

することなくそのままに容えようとする伽向で

ある。その結果、個々の柵りは他のところでし

たり'1の語りとしばしば矛所するが、その矛盾を

特に問題として感ずる様イ･も兄えない。また、

1｢1分の意識にのぼってきたことが、現実のn分

の絲験とつなｶぎっていくものか、それとも想像

によって立ち_上がってきたことなのかという点

についても、その差を頭要祝しているようには

,W,えず、作話に対しても極めて「寛容」である。

さらには''|分の発言がn分の意I叉|した意味とは

異なる別の意|床を持つことがあり、それによっ

て他稀の談解を生む可能性があるということに

ついても、注意を払っている様-r-は兄受けられ

ない。

企体として、思い出されたこと、意識にのぼ

ってきたこと、語られたことについて、それか

らili離を縦いてメタ的にチェックしてみようと

する姿勢を、自分に対してであれ、他肴に対し

てであれ、彼らの!''にはなかなか兄いだしがた

いと言える。そしてE君の語'ノ'1はまさにこ

のll1反対の位置にある。彼は｢|分が思いl11,した

こと、意識にのぼってきたことに対して、それ

が他のごI手実、他の発言などと矛研しないかどう

'IC法と心即第1巻第1号

かをメタ的にチェックする姿勢を持っている。

そしてI'l他の言葉の意味についても、|lil時に異

なる意味が成〕‘ﾉﾕしうること、それによって、I'｜

分と他椚･のlHlに災なる意味が了解されてしまう

可能性があることを即解し、そこで生じうる矛

1両を避けようとするのである。

このように、JちゃんとE君を一つの典型例

とするような詔りllの差は、単に記'|意力の差や

注意力の弟といった號的なものに還元できない、

蘭的な差を含んでいると言えるだろう。だとす

れば、次にIII1腿となるのは、そのような質的な

差が、二人の性格の差といった個人的な要|火|の

差として肌解されるべきか、それともJIf実を巡

る語')合いに関する何らかの発達的な差を表現

するものとしてfll!解すべきかということである。

そこで次に、3年余りを経過した時点で脚び行

われた聴取のデータから、この点について検討

する。

3.2三年後の語り口の変容

三年後に行われた子どもたちの聴取は、おし

なべて予恕を超えて|水|難なものであった。実験

科･は、II愛昧な記'|意を元に、「タカちゃんが．．ウ

くんを連れだした」という誤った「記憶」が生

成するかどうかにひとつの注ll点を持っていた

が、実際にはそれ以前に当時そういう出来事が

あったことをぼんやりと思い出すことがやっと

という状況があった。以ドに示すJちゃんの例

にもその様子がうかがわれる。

〈プロトコール6>(Jちやん:9歳0ケ)l時、鋪

-II'l聴取。聴取渦･Y)

85Y:幼祁|点|の時、お姉さんが来て、何lulかゴ

ウくんのこと間かれたことない？

86J:覚えてないです。

87Y:覚えてない？そうか。なんかそんとき

に、幼稚|竜lの時にお姉さんたちが来て、

いろいろ検査とかテストとかしたことに

ついて、何か覚えてることある？

88J:それはないけど、なんか、お伽'ljさんたち

が来たのは、なんか。

89Y:お姉さんたちが来たのは覚えてる？ふ

んふんふん。そのお姉さんたちは何して

た？



Ｊ
Ｙ
Ｊ

・・・（沈黙）…忘れた。

何してたかは忘れたけど？

はい。何か来た。

''1略……

ああそうか。他には何か、どんなお話や

ったか覚えてる？

…（沈黙）…えっと、ビデオっていうか

なんか、体育館の何か、違うときかもし

れないけど、クマのプーさんをお友達と

兄た。

あ、体育館でクマのプーさんの話も兇

た？これ別の時かもしれない？

はい。

90

91

92

た｡」（467）という、事実と異なる推理をリ|き

出すことに成功した。

〈プロトコール7>(Jちゃん:9歳1ケll時、第

二l''l聴取。聴取名･W)

468W:(タカちゃんがゴウくんにプレゼントを）

渡したんかなあ。その辺はJイ･ちゃんは

ビデオの方ず一つと見てたから、兄ては

いないよね。

469J:はい。

470W:でも、何かそういう気配はしたような気

はする？

471J:う－ん、しなかった。

472W:あんまり気がつかなかったんかな？

473J:はい。

474W:でもきっとそうかもしれないよねえ。

475J:はい。

131Y

132J

133Y

134J

ここで確認したいことは、Jちゃんの答え方

が3年前とは全く変わり、ll愛昧な記'|意について

一転して'|真重に答えるようになっているという

点である。88では、記憶の範|ﾉﾘを限定して答え

る慨lillが見て取れるし、さらに印象的なのは

132の符え方である。このやりとりのilli前でJ

ちゃんは、ゴウぐんと見たかどうかはわからな

いがとしつつ、ピーターラビ､ソトのビデオをみ

んなで兄たことを思い出した。そのあと熊のプ

ーさんを兄た話も思い出している。ところが、

3年前とは異なり、「違うときかもしれないけ

ど」という限定をそこに自発的に付け加えるの

である。そのことの意味はIﾘlらかであろう。J

ちゃんは問いへの答えの｢しで''1分の意識の中に

浮かび_上がってきた光景を、そのままﾎ||手に語

るのではなく、一歩引いた地ﾉbl,(からそれが果た

していつどこのものであったのかということに

ついて検討し、ホII手にも誤解を生じないように

しようとするメタ的な姿勢を持っているのであ

る。

次の3年後二|口luの聴取の次のやりとりはさ

らにfll象的である。この二ll'lllの聴取において

聴取荷は、誤った記憶を誘発すべく枝伽I9な誘

導を行っている。以下のやりとりの面前に、聴

取肴は当時の状況を整理した上で、「タカちゃ

んっていう人は、ゴウ〈んを、どういう風にし

て11平んだりしたのかなあ」(464)と質問し、

「そしたら、タカちゃんていう人が途'l!から、

そ一つとゴウくんを呼ん(で)何かして、11平んで、

内緒で、えと、ゴウくんに折り紙とかを渡し

兄て分かるとおり、現時点で誘導された推理

と、I'|分、身がそれについて当時どう感じてい

たかの記'|意と、その二つをJちゃんは明瞭に区

別している。そして、自分の記憶とは異なって

も、そうである可能性が存在することも承認で

きるのである。全体として、思い違いや記'|意違

いはあるものの、発言に対して慎碩であり、想

起内奔についてメタ的に検討でき、そして3年

前に強かった作話傾向が今く消滅しているとい

う点で、Jちゃんの語りllは劇的に変化してい

ると言えるだろう。3年後の同様の語り口は再

聴取ができた7名すべての子どもに確認できる

が、例えばやはり作話伽li'lの強かったB君の

次の語りIIはその変化の意味を象徴的に表すも

のと言える。

〈プロトコール8>(B":9歳7ヶll時、第一

m旧聴取。聴取者･S)

325S:それはえっと、（ゴウくんが後に見つか

ったと）思う？兇つかったという風に、

覚え、思い出す？

326B:はい。多分。

327S:ふんふん。

328B:そんな…（緑青不良)･･･、そういう気が

する。

329S:する？ふ－ん。

330B:頭の'l1で。
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331S:砿のII!で？そうちがうかなあっていう

気がするの？

332B:ええと、頭の中で兇つかったことが、な

んか、思いll'!せたみたいやけど、まだ|H1

違ってるかなあと思うけど。

B君が332で語っていることは、自分の意識

に浮かんだことは、「事実」との間にズレが生

ずる場合があるということである。これはまさ

に3年前にE君が示していた、自分の意識に

浮かんだ想起内容に対するメタ的な態度を言語

的に表11月したものに他ならない。

ただし、ここでもう一つ重要な指摘を行って

おかなければならない。B君はこのようにその

語り口に極めて明瞭な、劇的とも言える変化を

示している。にもかかわらず、彼の作話傾向な

いしは記憶の混同は完全になくなってはいない。

たとえば、ピーターラビ､ソトはビデオではなく、

フィルム映画で兄たという誤った主張を繰り返

し、またそれまでのやっとやっと思い出す感じ

とはうって変わって、ビデオ終了後に他の子ど

もと積み木で遊んだという話を、具体的な友達

の名前をすらすら挙げながら即応に語ってみせ

るなど、事実と明らかに異なる、あるいは極め

て不自然である発言が時折見られるのである。

従ってここでB君たちに起こった変化は、完

全にメタ的な態度に移行したということではな

く、メタ的な態度をと'）うる可能性を身につけ

たという形で評価すべきであろう。

以上、Jちゃんたちが3年前の語I)口から、

当時のE君と共通する語りuへ変化したとい

う事実からすれば、JちゃんたちとE君との間

に兄られた差は、個人差として蝿解されるので

はなく、発達的な差として理解されるべきこと

が明らかとなろう。その差の!'!身についてのさ

らなる検討は後に行うこととして、次に、聴取

者がJちゃんたちの「幼い」語りIIをどう捉え、

あるいは捉え損なっていたかということについ

て検討する。

3.3大人の受け止め方

子どもに体験の中身を聞き、事実を再現しよ

うと聴取に臨んだ大学生たちは、幼児の語')か

112法と′じ､理第1巻第1号

あまりに「いい加減」であることに驚き、混乱

している。次の二つのう°ロトコールは聴取肴会

議における聴取者の発言である。

〈プロトコール9＞（第二IIII聴取後会議）

Ki:あ、Dｿ)だけ（他の子とは言うことが）別や。

なんかすごい自信たっぶりに言うやんか一、

みんな。そのくせ、そのくせ間違ってるから、

ちょっとぴっ〈’)する。

……II!略．．･･･・

Ki:(笑い）な－んか、も－、訳わから－ん。

〈プロトコール10>(第川1il聴取後会議）

T:よくわかんない。

F:ふ－ん。

Ki:そんなもんですかねえ。

F:子どもって…録音不良…

T:ぼ一つとしてるし。

子ども同上の間で証言が矛盾することはもち

ろん、一人の子どもの中でも言うことがしばし

ば矛盾する。そして、聴取者たちが驚くのは、

Kiの発言に兄られるように、そういう矛盾し

た発言をr･どもたちが実に堂々とすることであ

る。そして、矛盾を解消しようとしてさらに聴

取を重ねても、しばしば別の矛后に変わるだけ

という場合も多い。我々大人の会話では、真剣

にil礫を確定しようとする場合には、発言間に

矛晴が存在してはいけないという意識があり、

そのことに敏感になる。勢い、誤る可能性のあ

る発言には'|真亜になる（あるいは'嘘をつくため

には故意に''1信を持った風を装う)。キ||手に誤解

をﾉﾉ.えてはいけないという意識も成り立つ。そ

ういうことをﾎll互が~j'解していることが、その

種の会話を進めるための啼黙の前提として成'）

立っているのである。ところが、幼児との会話

において、その前提が満たされないという現実

にぶつかり、それが一体1II1を意味するのか分か

らずに混乱しているのである。「よくわかんな

い」「そんなもんですかね」「ぼ一つとしてる

し」という発言がその間の事情をよく現してい

る。

そのような賎に突き当たったとき、聴取者か

その壁のⅢを体をどのように解釈し、解決しよう



としたかについて、代表的なものとして次の二

つをあげることができる。一つは子どもの{|門|性

への原|犬|帰属である。たとえば幼児間で証言が

矛盾した場合、「(D男は）なんか怪しげな発言

が多かったで」(F:第五lul聴取後会議）という

発言が行われ、他の聴取希も次々に例を出して

賛同し、D男の証言を退けている。「(B男は）

信用おけない」(T:第三1III聴取後会議）とか、

「彼女空想の世界に入ってる」(Y:第五Iml聴取

後会議）といった評価もまたほぼ同じ質を持つ

ものと考えられよう。二つめは子どもの能力へ

の原因帰属である。たとえば「ぼ－つとしてい

る」（既出）という形で注意力の弱さを指摘し

たり、「忘れっぽい」(Ki:実験後感想文）と記

憶力の弱さに原因を求めて彼らの発言の矛盾を

説明しようとするのである。

相互に矛盾する証言の1l1を｢|の前にして、当

惑した聴取者たちは、その41でも比較的一致す

る話や、あるいは物語として筋が通りやすいと

理解される話を探して行かざるを得なくなる。

そうやってある程度の筋が通ってくると、その

筋に引きずられる形で子どもたちの証言が一斉

に揃ってくることもある。そしてその枠にはま

らない多くの発言は、たとえば上記のような形

で退けられ、あるいは忘れられていくことにな

る。矛盾のない全体を構成するために多くの細

部を無視するという、ある意味では乱暴とも言

える「事実」の確定方略の採用を、聴取肴の未

熟さや不真面目さのせいにすることはできない。

同じ状況に立たされたものは、誰であれそれ以

外の方法を容易には思いつかないであろう。

ここで検討すべきは、上記のような聴取荷の

現象理解と子どもの実態とのズレである。すで

に検討してきたように、幼児は聴取者の問を契

機としてその'1寺々に思い浮かんだことをそのま

ま語る傾向が著しく、矛盾のない事実関係を全

体として構成しようとする意識が極めて希薄で

ある。彼らにとってコミュニケーションは、そ

の時々でなんとなく自分の思いが伝わ')、話が

通じればよいという形で進行していく傾向が強

い。従って聴取肴が事実を確定するために採る

コミュニケーションへの構えとは、敵初からず

れているのである。ところが聴取肴は、コミュ

ニケーションがうまくいっていないという実感

を持ちながら、そのことの持つ構造的な意味に

思い至っていない。そしてIMI題は、個性や注意

力・記'|意力の量的な差に還元されてしまうので

ある。その結果、矛盾する子どもの詔')につい

て、それが会話構造のI-|!で持つ意味を~j←解・評

価しようとする努力は放棄される。そして個々

の語りは本来の文脈を離れてバラバラにされ、

全体の物語構成から兄てそれが使える部IIII!かど

うかを検討して機械的に組み合わせる形になっ

てしまうのだと考えられる(3)。

4総合討論

以上の分析の視角から兄ると、この実験にお

ける「腺偽事実の無意|ﾇ|的な共同生成」は、大

人と幼児が異なる語りII、コミュニケーション

への態度を持っていることをお互いに気がつか

ず、事実確定の努力が行われてきたという、構

造的なディスコミュニケーション事態に主要な

原|大lの一つがあったことになる。鼓後に、この

態度のズレを発達心理学的観点からより一般的

な形で議論しておきたい。

ここで検討された変化をこれまでの発達心理

学の議論の中に位置づけた場合、例えば''1分の

心的活動を対象化し、コントロールする能力で

あるメタ認知能力の発達に関する議論や、同一

の事態を兄ても自他の意識内容が異なる可能性

に気づけるかどうかに関わる「心の理論」の議

論をとりあげて論ずることができる。また矛盾

への感性の問題としては、前操作期のイーども

（3歳から7歳ごろ）が、複数の観ﾉoI､(を構造化

して現象を理解するのではなく、一つの観点に

中心化してしまうために矛盾が矛盾として成I)

立たなくなるという、Piagetの知能の発達理

論に対しても、非常によい検討材料を提供する

ものとなる。たがここでは「語りの!'1での客観

1吐界の共|面]的な立ち_上げ」の問題として結果を

解釈してみたい。

我々人人にとって辨通、現実世界はそれぞれ

(3)甲山事件では、この先に検察官と－部の園児の間に密接な

物語空間が「事実」を置き去りに構成されたと考えられる。
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の主観の外側にあるという風に了解されている。

私の意識は現実からずれることがあり、さらに

は他稀と認識が一致した場合にでも、それが

「事実」と異なる可能性があることを理解でき

る。私たちがある過去の事実について語')合う

とき、それはその場に共ｲjされた心的空間の外

部にある事象について語り合っているのだとい

うことを、お互いに了解できる。そして私たち

は語り合いの外に泄界を、しかもお互いに一致

する唯一の世界を共有していると信じている。

「4f実」はその唯一の世界にll寺間と空間を特定

して位樋づくものである。｜＃l主観的にそのよう

に位澄づけられたものが、すなわち我々大人の

通常の感覚に於ける「客観的な事実」となる。

そして覗実に対する語りに矛盾が発堆した場合

に我々が当惑するのは、i皇観から独立した唯一

の世界がお互いに共有されるという暗黙の確信

が脅かされるからである。

だとすれば、そのような矛盾の存在にほとん

ど無頓着に見える幼児は、他者との語り合いを

j堕して、その意味での「客観的な事実の世界」

を立ち_'二げているのではないことになる。彼ら

にとっての「事実」は、もっと直徴に自分『I身

の意識内容や、他者との語り合いの内容そのも

のに密着したものと考えられる。幼児が想像し

た事実と経験した事実を区別する能ﾉJに限界を

持つことがいくつかの実験で折摘されているが

（商|前1,1999)、そのような現象もこの文脈で理

解可能であろう。

だとすれば、この実験に坂間兄られた子ども

たちの発達的な変化は、語りを通した世界の立

ち上げﾉﾉ、あるいは立ち_I:がる枇界の質の変化

であるとも言えるのではないか。聴取稀と幼児

は、お皿いに気付くことなく、質の異なる世界

をそれぞれが立ち上げ、ホll手と共7j-しようとし

ていたと考えられるのである。その差に気付か

ずに子どもの言葉を解釈するとき、｜村惑とそし

て不当な評価が生ずることになる(4)。その限り

で、今|'llの「虚偽事実の無意図的な共同生成」

現象は、幼児が当事者の一方としてそこに含ま

凶）甲山事件に於ける3年後の連れだし証言に対する検察の

取り扱い方は、この文脈で評価・検討すべき事例であろう。
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れていたことに大きな意味があったと言える。

ただし、以上のような解釈には重要な限定を

つけておく必要があるだろう。それは今IIJIの実

験で上記のズレが砺要な意味を持ってしまった

のは、「事実を聴取によって確定する」という

極めて特異なコミュニケーションの場が設定さ

れていたからだという点である。

既にBイヤの例について簡単に指摘したよう

に、自他に畝ち現れている意識内容と現実との

ズレに対してメタ的で、慎重な態度を可能性と

して持ちうるからといって、その人がll常にお

いて常にそのような態度を保つとは限らない。

我々の気楽なll常会話や無責任なうわさ話の!|!

では、客観的な事実確認の手続きを経ず、また

その必要性も認識されないまま、語られたこと

が事実化して社会的影響力を持つ。テレビのワ

イドショーや週刊誌を想起してもそれは一u瞭

然であろう。我々のIl常生活世界は、本質的に

そのようなII愛昧に共ｲiされた主観的語りによっ

て成り立っているとさえ言えるだろう。その意

味で我々大人の世界も幼児のそれと完全に断絶

しているのではなく、1可かしら通ずるものを確

実に持っている。

ところがいわゆる科学の領域や、法的な空間

では事態力訂異なってくる。そこでは日常はおよ

そ求められないような、厳密な論理性が要求さ

れ、事実との対応|對係の確認が求められる。あ

る程度は対応可能とは言え、大人にとってさえ

それはu常の生活空間に対して極めて特異な世

界である。今l''lの実験では、大学生が聴取者と

いう特殊な役割を身にまとうことで、イ･供との

間にそのような特異な空間を構成しようとした

ことになる。その空間で彼女たちはU常とは異

なる語りIIによって子どもたちに接し、そして

暗黙の内に彼らがそれと同じ語り口を共有する

ことを期待していた。だがそれが可能な大人で

さえもそのような特異空間に十分に対応するこ

とは困難なのである。にもかかわらず聴取肴と

いう役割によってその空間は生み出され、その

結果日常空間ならば大人と幼児の間に本来共有

可能なものも、そうと気づかれぬまま断ち切ら

れ、両者のズレは著しく拡大されたと考えられ

る。



今|nlの実験結果は、このように、幼児の語り

を法的な事実確認という特異な空間にそのまま

載せて判断することの構造的危険性を、発達心

理学の観点から明らかにするものであったと言

える。と同時にここで、「幼児の話は信用でき

ない」といった単純な否定的評価に閉まるべき

でないとも言えるだろう。その大人との差を意

識した、幼児の文脈に添った聞き取りと解釈、

ないし「翻訳」の方法を模索する必要があるは

ずである。どのようにしてその「翻訳」は可能

となるかは、発達心理学にとっても、法の実践

においても、重要かつ大きな困難を伴う次の課

題になる。
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Developmentinchildeyewitnessesasafactorofunintentional-joint-fOrmationoffiction

ToshiyaYAMAMOTO(MaebashiKyoaigakuenCollege)

Inthispaper,westudiedtheinHuenceofdevelopmentalchangeinchildrenontheunintentional-joint-fOrmation

ofaiictitiousstory.Tenpreschoolerswereinterviewedonanincidentbyadultinterviewers.Threeyearslater,

sevenofthemwereagaininterviewed.Althoughchildrenwereinterviewedseparately,andtheinterviewerswere

instructedbyexperimentersnottouseleadingquestions,afictitiousstoryontheeventwaswovenunintentionally

butconsistently.Byanalyzingthediscourseininterviews,wefbundthatChildren'sattitudestowardtheirown

rememberingdramaticallychangedduringthethreeyears.Inthefirstinterview,theyseemednottobeawareof

thediffErenCebetweenthefaCtsandimagination.However,afterthreeyearS,theycametodifferentiatethem

clearly.BeCausetheinterviewersinthefirstinterviewwerenotawareofthenatureofpreschoolersattitude,which

wasverydifferentfromtheirown,theymighthavehadinterpretedchildren'sdiscourseinappropriatelyandthus

unintentionallymisleadtheirremembering. Wesuggestthatyoungchildren'stestimonymayreHecttheir

developmentallevelof､ontology.

-childtestimony,unintentional-joint-fOrmationoffiction,interview,developmentallevelofontology
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